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（
内
閣
委
員
会
）

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
二

号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨 

　

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一
、
い
わ
ゆ
る
紛
失
防
止
タ
グ
を
「
位
置
特
定
用
識
別
情
報
送
信
装
置
」
と
定
義
し
た
上
で
、
当
該
装
置
を
所
持
す
る
相
手
方

の
承
諾
を
得
な
い
で
そ
の
位
置
情
報
を
取
得
す
る
行
為
等
を
接
近
禁
止
命
令
等
に
お
け
る
禁
止
行
為
と
し
て
追
加
す
る
。 

二
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。 


